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◉
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京
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四
十
号

令
和
三
年
六
月
七
日
東
京
都
議
会
の
議
決
を
得
た
令
和
三
年
度
の

東
京
都
補
正
予
算
を
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。令

和
三
年
六
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
八
百
四
十
一
号

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支
援
法
人
（
以
下
「
支

援
法
人
」
と
い
う
。
）
か
ら
住
所
及
び
支
援
業
務
を
行
う
事
務
所
の

所
在
地
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

支
援
法
人
の
名
称
及
び

変
更
後
の
住
所

特
定
非
営
利
活
動
法
人
せ
た
が
や
福

祉
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

世
田
谷
区
梅
丘
一
丁
目
六
十
一
番
十

三
号
マ
ン
シ
ョ
ン
ア
ト
リ
エ
三
〇
一

号
室

二

支
援
業
務
を
行
う
事
務

所
の
変
更
後
の
所
在
地

世
田
谷
区
梅
丘
一
丁
目
六
十
一
番
十

三
号
マ
ン
シ
ョ
ン
ア
ト
リ
エ
三
〇
一

号
室

三

変
更
の
年
月
日

令
和
三
年
六
月
七
日

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
四
十
二
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指

定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第
二
十
一
条
の

五
の
二
十
五
及
び
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
及
び
指
定
障
害
児

入
所
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第

二
百
二
十
二
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
三
年
六
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17356号）東 京 都 公 報令和3年6月15日（火曜日）７

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
四
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条

の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変

更
す
る
旨
を
通
知
し
た
次
の
保
安
林
に
つ
い
て
、
当
該
通
知
の
相
手

方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

保
安
林
の
所
在
場
所
等

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に

係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

所
在
が
不
分
明
な

通
知
の
相
手
方

掲
示
場
所

八
丈
島
八
丈
町
樫
立
二
五

六
四
番
一

八
丈
島
八
丈
町
樫
立
二
五

六
四
番
二

笹
本
り
わ

八
丈
町
役

場

八
丈
島
八
丈
町
樫
立
二
五

九
二
番
一

八
丈
島
八
丈
町
樫
立
二
五

九
二
番
二

笹
本
幸
男

八
丈
島
八
丈
町
大
賀
郷
九

三
一
番
三

蓑
和
田
ナ
カ
子

八
丈
島
八
丈
町
大
賀
郷
九

四
二
番
二

伊
勢
崎
信
次

八
丈
島
八
丈
町
大
賀
郷
九

四
六
番
二

藤
麗
商
事
株
式
会

社

八
丈
島
八
丈
町
大
賀
郷
九

四
六
番
二

藤
井
郁
雄

八
丈
島
八
丈
町
大
賀
郷
九

藤
井
啓
一
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四
六
番
二

八
丈
島
八
丈
町
大
賀
郷
九

五
八
番
二

髙
橋
翔

二

通
知
の
要
旨

㈠

一
の
保
安
林
に
つ
い
て
、
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
旨
を

告
示
し
た
の
で
、
森
林
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
き
通
知
す
る
。

㈡

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
東
京
都

告
示
第
千
百
四
十
八
号
の
と
お
り
。

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
四
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条

の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
を
通
知

し
た
次
の
保
安
林
に
つ
い
て
、
当
該
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分

明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
内

容
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

保
安
林
の
所
在
場
所
等

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に

係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

所
在
が
不
分
明
な

通
知
の
相
手
方

掲
示
場
所

青
ヶ
島
村
無
番
地

池
義
行

青
ヶ
島
村

役
場

青
ヶ
島
村
無
番
地

廣
江
つ
ね
子

二

通
知
の
要
旨

㈠

一
の
保
安
林
に
つ
い
て
、
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定

で
あ
る
旨
を
告
示
し
た
の
で
、
森
林
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

通
知
す
る
。

㈡

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
東
京
都

告
示
第
二
十
八
号
の
と
お
り
。

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
四
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条

の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
を
通
知
し
た
次
の
保

安
林
に
つ
い
て
、
当
該
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、

同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

保
安
林
の
所
在
場
所
等

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に

係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

所
在
が
不
分
明
な

通
知
の
相
手
方

掲
示
場
所

西
多
摩
郡
奥
多
摩
町
留
浦

字
茂
久
保
二
二
一
七
番
二
、

同
番
四
、
同
番
五
、
同
番

七
及
び
字
中
ノ
谷
二
二
一

五
番

清
水
彦
三

奥
多
摩
町

役
場

西
多
摩
郡
奥
多
摩
町
留
浦

字
ぼ
う
ず
谷
二
一
六
〇
番

ロ

新
田
千
里

二

通
知
の
要
旨

㈠

一
の
保
安
林
に
つ
い
て
、
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定

で
あ
る
旨
を
告
示
し
た
の
で
、
森
林
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
通
知
す
る
。

㈡

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
東
京
都

告
示
第
二
百
十
号
の
と
お
り
。

一

保
安
林
の
所
在
場
所
等

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に

係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

所
在
が
不
分
明
な

通
知
の
相
手
方

掲
示
場
所

西
多
摩
郡
奥
多
摩
町
留
浦

字
茂
久
保
二
二
六
二
番
四

武
藤
福
藏

奥
多
摩
町

役
場

二

通
知
の
要
旨

㈠

一
の
保
安
林
に
つ
い
て
、
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定

で
あ
る
旨
を
告
示
し
た
の
で
、
森
林
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
通
知
す
る
。

㈡

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
東
京
都

告
示
第
二
百
十
一
号
の
と
お
り
。

告

示
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
三
十
九
号

東
京
都
立
図
書
館
館
則
（
昭
和
六
十
二
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規

則
第
十
一
号
）
第
四
条
た
だ
し
書
及
び
第
十
一
条
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
り
、
東
京
都
立
中
央
図
書
館
及
び
東
京
都
立
多
摩
図
書
館
を
次

の
よ
う
に
休
館
す
る
。

令
和
三
年
六
月
十
五
日

東
京
都
教
育
委
員
会

一

期
日

令
和
三
年
七
月
十
六
日
、
同
年
八
月
二
十
日
及
び
同
年

九
月
十
七
日

二

理
由

設
備
等
の
保
守
点
検
の
た
め
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
二
号

次
の
政
治
団
体
は
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
三
年
四
月
一

日
以
後
、
政
治
活
動
（
選
挙
運
動
を
含
む
。
）
の
た
め
に
寄
附
を
受

け
、
又
は
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体
と
な
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
十
五
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
三
号

次
の
政
治
団
体
は
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
三
年
六
月
一

日
以
後
、
政
治
活
動
（
選
挙
運
動
を
含
む
。
）
の
た
め
に
寄
附
を
受

け
、
又
は
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体
と
な
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
十
五
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第17356号）東 京 都 公 報令和3年6月15日（火曜日）１１

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１８８号

警
察
法
（
昭
和
２９年

法
律
第
１６２号

）
第
５３条

の
２
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
、
令
和
３
年
６
月
１
日
、
警
察
署
協
議
会
委
員
を
次
の
と

お
り
委
嘱
し
た
。

令
和
３
年
６
月
１５日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

北
井

久
美
子
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告

示
（
議
）

◉
東
京
都
議
会
議
長
告
示
第
二
号

東
京
都
議
会
議
員
記
章
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
議
会
議
長

制
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
六
月
十
五
日

東
京
都
議
会
議
長

石

川

良

一

第
一
条
中
「
は�

い�

用
」
を
「
は
い
用
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
か
え
て
」
を
「
代
え
て
」
に
改
め
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
中
「
お
よ
び
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
き�

損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
都
議
会
議
長
」
を
「
議
長
」
に
改
め
る
。

（
別
図
）
中
（
記
章
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
七
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
六
月
十
五
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

羽
村
市
栄
町
一
丁
目
六
番
二

福
生
市
加
美
平
二
丁
目
十
四
番

一
号

株
式
会
社
山
一
建
設

代
表
取
締
役

山
野
井

優

国
分
寺
市
北
町
五
丁
目
十
二
番
十

三

新
宿
区
西
新
宿
一
丁
目
二
十
二

番
二
号

ミ
サ
ワ
ホ
ー
ム
不
動
産
株
式
会

社
代
表
取
締
役

岡
村

康
晴

日
野
市
百
草
八
百
七
十
七
番
四
及

び
八
百
七
十
八
番
三
十
五
の
各
一

部
（
第
三
工
区
）

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

立
川
市
錦
町
五
丁
目
百
六
十
一
番

一
の
一
部
及
び
同
番
十
二

府
中
市
四
谷
四
丁
目
五
十
二
番

一
号

南
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

粕
谷

勝
彦

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
六
月
十
五
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

東
村
山
市
栄
町
三
丁
目
十
九
番
六

及
び
同
番
六
地
先

西
東
京
市
芝
久
保
町
四
丁
目
二

十
六
番
三
号

株
式
会
社
東
栄
住
宅

代
表
取
締
役

佐
藤

千
尋

府
中
市
四
谷
四
丁
目
二
十
九
番
二

か
ら
同
番
四
ま
で
、
同
番
二
十
四

及
び
同
番
二
十
九

立
川
市
羽
衣
町
三
丁
目
二
番
十

四
号

株
式
会
社
ラ
ン
ド
フ
ァ
ー
ス
ト

代
表
取
締
役

横
山

勇
人

小
金
井
市
本
町
三
丁
目
二
千
八
百

五
十
八
番
一
の
一
部
、
同
番
十
二

及
び
二
千
八
百
六
十
三
番
の
一
部

小
金
井
市
本
町
三
丁
目
十
二
番

一
号

鴨
下
ち
え
子

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
新
設
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
新
設
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供

す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
三
年
六
月
十
五
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労

働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
三
年
六
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

（
仮
称
）
ビ
バ
モ
ー
ル
八
王
子
多
摩
美

大
前

二

店
舗
所
在
地

八
王
子
市
鑓
水
二
丁
目
百
八
番
一
ほ
か

三

設
置
者
名

株
式
会
社
ビ
バ
ホ
ー
ム

四

設
置
者
住
所

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
上
木
崎
一

丁
目
十
三
番
一
号

五

小
売
業
を
行
う
者
の

氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ビ
バ
ホ
ー
ム
ほ
か
未
定

六

新
設
を
す
る
日

令
和
四
年
一
月
二
十
日

七

店
舗
面
積
の
合
計

二
万
一
千
四
百
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル

八

駐
車
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

店
舗
内
ほ
か

九
百
五
十
台

九

駐
輪
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

店
舗
内
ほ
か

百
五
十
台

十

荷
さ
ば
き
施
設
の
位

置
及
び
面
積

店
舗
内
ほ
か

九
百
十
八
平
方
メ
ー
ト

ル

十
一

廃
棄
物
等
の
保
管

施
設
の
位
置
及
び

容
量

店
舗
内

五
十
二
・
〇
六
立
方
メ
ー
ト

ル

十
二

小
売
業
を
行
う
者

の
開
店
時
刻

午
前
六
時
十
五
分
ほ
か

十
三

小
売
業
を
行
う
者

の
閉
店
時
刻

午
後
十
時
四
十
五
分
ほ
か

十
四

来
客
が
駐
車
場
を

利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
一
時
ま
で
ほ
か

十
五

駐
車
場
の
自
動
車

八
箇
所

店
舗
南
側
ほ
か
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の
出
入
口
の
数
及

び
位
置

十
六

荷
さ
ば
き
施
設
に

お
い
て
荷
さ
ば
き

を
行
う
こ
と
が
で

き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
ほ
か

十
七

届
出
日

令
和
三
年
五
月
十
九
日

十
八

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
九

縦
覧
期
間

令
和
三
年
六
月
十
五
日
か
ら
同
年
十
月

十
五
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

二
十

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
三
年
六
月
十
五
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労

働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
三
年
六
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

西
友
深
沢
店

二

店
舗
所
在
地

世
田
谷
区
深
沢
一
丁
目
八
番
一
号

三

設
置
者
名

日
本
濾
過
器
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

神
奈
川
県
相
模
原
市
緑
区
橋
本
台
一
丁

目
十
二
番
一
号

五

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

合
同
会
社
西
友

六

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

リ
オ
ネ
ル
・
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ジ
ェ
イ
・

デ
ス
ク
リ
ー
・
ド
ゥ
・
マ
レ
ド
ス
ー

七

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

大
久
保

恒
夫

八

変
更
日

令
和
三
年
三
月
一
日

九

届
出
日

令
和
三
年
五
月
二
十
七
日

十

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
一

縦
覧
期
間

令
和
三
年
六
月
十
五
日
か
ら
同
年
十
月

十
五
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
二

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

晴
海
ア
イ
ラ
ン
ド
ト
リ
ト
ン
ス
ク
エ
ア

商
業
施
設

二

店
舗
所
在
地

中
央
区
晴
海
一
丁
目
八
番
十
六
号
ほ
か

三

設
置
者
名

住
友
商
事
株
式
会
社
ほ
か
五
名

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
大
手
町
二
丁
目
三
番
二
号
ほ

か

五

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

住
友
商
事
株
式
会
社
ほ
か
一
名

六

変
更
前
の
設
置
者
住

所

中
央
区
晴
海
一
丁
目
八
番
十
一
号
（
住

友
商
事
株
式
会
社
）

七

変
更
後
の
設
置
者
住

所

千
代
田
区
大
手
町
二
丁
目
三
番
二
号

（
住
友
商
事
株
式
会
社
）

八

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

松
野

仁
（
株
式
会
社
日
本
建
築
住
宅

セ
ン
タ
ー
）

九

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

合
田

純
一
（
株
式
会
社
日
本
建
築
住

宅
セ
ン
タ
ー
）

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
マ
ル
エ
ツ
ほ
か
十
九
名

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
マ
ル
エ
ツ
ほ
か
十
七
名

十
二

変
更
を
行
っ
た
小

売
業
者
の
氏
名
又

は
名
称

株
式
会
社
セ
ブ
ン－

イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ

パ
ン
ほ
か
二
名

十
三

変
更
前
の
小
売
業

者
の
住
所

埼
玉
県
朝
霞
市
東
弁
財
三
丁
目
十
三
番

六
号
（
日
本
リ
ビ
ン
グ
株
式
会
社
）

十
四

変
更
後
の
小
売
業

者
の
住
所

新
宿
区
大
久
保
一
丁
目
二
番
十
七
号

（
日
本
リ
ビ
ン
グ
株
式
会
社
）

十
五

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

古
屋

一
樹
（
株
式
会
社
セ
ブ
ン－

イ

レ
ブ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
）
ほ
か

十
六

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

永
松

文
彦
（
株
式
会
社
セ
ブ
ン－

イ

レ
ブ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
）
ほ
か

十
七

変
更
日

令
和
二
年
五
月
三
十
一
日
ほ
か

十
八

届
出
日

令
和
二
年
十
一
月
九
日

十
九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）
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二
十

縦
覧
期
間

令
和
三
年
六
月
十
五
日
か
ら
同
年
十
月

十
五
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

二
十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
三
年
六
月
十
五
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労

働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
三
年
六
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

西
友
深
沢
店

二

店
舗
所
在
地

世
田
谷
区
深
沢
一
丁
目
八
番
一
号

三

設
置
者
名

日
本
濾
過
器
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

神
奈
川
県
相
模
原
市
緑
区
橋
本
台
一
丁

目
十
二
番
一
号

五

変
更
前
の
駐
輪
場
の

店
舗
北
側

四
十
八
台

位
置
及
び
収
容
台
数

六

変
更
後
の
駐
輪
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

店
舗
北
側

百
十
台

七

変
更
前
の
荷
さ
ば
き

施
設
の
位
置
及
び
面

積

店
舗
北
側

七
十
二
平
方
メ
ー
ト
ル

八

変
更
後
の
荷
さ
ば
き

施
設
の
位
置
及
び
面

積

店
舗
北
側

百
四
平
方
メ
ー
ト
ル

九

変
更
前
の
廃
棄
物
等

の
保
管
施
設
の
位
置

及
び
容
量

店
舗
外
北
側
ほ
か

八
・
六
七
立
方
メ

ー
ト
ル

十

変
更
後
の
廃
棄
物
等

の
保
管
施
設
の
位
置

及
び
容
量

店
舗
北
側

二
十
一
・
六
〇
立
方
メ
ー

ト
ル

十
一

変
更
前
の
開
店
時

刻

午
前
十
時

十
二

変
更
後
の
開
店
時

刻

午
前
九
時

十
三

変
更
前
の
閉
店
時

刻

午
後
八
時

十
四

変
更
後
の
閉
店
時

刻

午
後
十
時
四
十
五
分

十
五

変
更
前
の
来
客
が

駐
車
場
を
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る

時
間
帯

午
前
九
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
八
時
十

五
分
ま
で

十
六

変
更
後
の
来
客
が

駐
車
場
を
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る

時
間
帯

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
ま

で

十
七

変
更
前
の
駐
車
場

の
自
動
車
の
出
入

口
の
数
及
び
位
置

三
箇
所

店
舗
西
側
ほ
か

十
八

変
更
後
の
駐
車
場

の
自
動
車
の
出
入

口
の
数
及
び
位
置

二
箇
所

店
舗
西
側
ほ
か

十
九

変
更
前
の
荷
さ
ば

き
施
設
に
お
い
て

荷
さ
ば
き
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
時

間
帯

午
前
八
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で

二
十

変
更
後
の
荷
さ
ば

き
施
設
に
お
い
て

荷
さ
ば
き
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
時

間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

二
十
一

変
更
日

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

二
十
二

届
出
日

令
和
三
年
五
月
二
十
七
日

二
十
三

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

二
十
四

縦
覧
期
間

令
和
三
年
六
月
十
五
日
か
ら
同
年
十
月

十
五
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

二
十
五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

ウ
ィ
ズ
原
宿

二

店
舗
所
在
地

渋
谷
区
神
宮
前
一
丁
目
十
四
番
三
十
号

三

設
置
者
名

エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
都
市
開
発
株
式
会

社

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
外
神
田
四
丁
目
十
四
番
一
号

五

変
更
前
の
駐
車
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

店
舗
内

八
十
三
台

六

変
更
後
の
駐
車
場
の

店
舗
内

五
十
六
台
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位
置
及
び
収
容
台
数

七

変
更
日

令
和
四
年
二
月
四
日

八

届
出
日

令
和
三
年
六
月
三
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

令
和
三
年
六
月
十
五
日
か
ら
同
年
十
月

十
五
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

五
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


